
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

告　
　

示

○
特
定
計
量
器
定
期
検
査　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
商
工
政
策
課
）　

一

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
師
の
指
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
障
害
保
健
福
祉
課
）　

二

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　
　

〃　
　
　

）　

二

　
　

公　
　

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
届
出　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
商
工
政
策
課
）　

三

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
届
出
に
対
す
る
市
町
村
意
見　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

三

　
　

登　

載　

依　

頼

○
熊
本
県
個
人
情
報
保
護
制
度
審
議
会
の
会
議
の
開
催　

（
熊
本
県
個
人
情
報
保
護
制
度
審
議
会
）　

四

○
給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
）　

四

○
熊
本
県
職
員
等
の
初
任
給
・
昇
格
・
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

四

○
熊
本
県
職
員
等
の
給
料
月
額
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

五

○
熊
本
県
職
員
等
の
給
与
簿
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

五

○
熊
本
県
職
員
等
の
給
与
簿
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

六

○
熊
本
県
職
員
の
勤
務
時
間
・
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（　
　

〃　
　

）
一
一

熊
本
県
告
示
第
百
四
十
三
号

　

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宇
土
郡
市
、
下
益
城
郡

に
お
け
る
特
定
計
量
器
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

集
合
検
査
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目　
　

次 

告　
　
　
　

示

検
査
区
域

不
知
火
町

不
知
火
町

三
角
町

三
角
町

宇
土
市

宇
土
市

宇
土
市

宇
土
市

松
橋
町

松
橋
町

小
川
町

検　

査　

日

平
成
十
四
年
四

月
八
日

平
成
十
四
年
四

月
九
日

平
成
十
四
年
四

月
十
日

平
成
十
四
年
四

月
十
一
日

平
成
十
四
年
四

月
十
五
日

平
成
十
四
年
四

月
十
五
日

平
成
十
四
年
四

月
十
六
日

平
成
十
四
年
四

月
十
七
日

平
成
十
四
年
四

月
十
八
日

平
成
十
四
年
四

月
十
九
日

平
成
十
四
年
四

月
二
十
二
日

検
査
受
付
時
間

午
前
十
時
か
ら
午

後
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら
午

後
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら
午

後
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら
午

後
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら
正

午
ま
で

午
後
一
時
半
か
ら

午
後
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら
午

後
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら
午

後
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら
午

後
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら
午

後
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら
午

後
三
時
ま
で

検　

査　

場　

所

不
知
火
町
農
業
就

業
セ
ン
タ
ー

不
知
火
町
役
場

三
角
町
民
セ
ン
タ

ー三
角
町
民
セ
ン
タ

ー宇
土
市
役
所
網
田

支
所

宇
土
市
役
所
網
津

出
張
所

宇
土
市
役
所

宇
土
市
役
所

松
橋
町
役
場

松
橋
町
役
場

小
川
町
役
場

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

非
自
動
は
か
り
（
計
量
法

施
行
令
（
平
成
五
年
政
令

第
三
百
二
十
九
号
）
第
五

条
第
一
号
又
は
第
二
号
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）、

分
銅
及
び
お
も
り



二　

所
在
場
所
検
査

熊
本
県
告
示
第
百
四
十
四
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
師

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
告
示
第
百
四
十
五
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子
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小
川
町

砥
用
町

砥
用
町

豊
野
町

城
南
町

城
南
町

中
央
町

中
央
町

富
合
町

富
合
町

平
成
十
四
年
四

月
二
十
三
日

平
成
十
四
年
四

月
二
十
四
日

平
成
十
四
年
四

月
二
十
五
日

平
成
十
四
年
四

月
二
十
六
日

平
成
十
四
年
五

月
八
日

平
成
十
四
年
五

月
九
日

平
成
十
四
年
五

月
十
日

平
成
十
四
年
五

月
十
日

平
成
十
四
年
五

月
十
三
日

平
成
十
四
年
五

月
十
四
日

午
前
十
時
か
ら
午

後
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら
午

後
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら
正

午
ま
で

午
前
十
時
か
ら
午

後
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら
午

後
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら
午

後
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら
午

前
十
一
時
半
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午

後
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら
午

後
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら
午

後
三
時
ま
で

小
川
町
役
場

砥
用
町
勤
労
者
体

育
セ
ン
タ
ー

砥
用
町
役
場
三
本

松
出
張
所

豊
野
町
役
場

城
南
町
福
祉
セ
ン

タ
ー

城
南
町
福
祉
セ
ン

タ
ー

Ｊ
Ａ
熊
本
宇
城
佐

俣
支
所

中
央
町
役
場

富
合
町
雁
回
館

富
合
町
雁
回
館

実　
　

施　
　

期　
　

日

平
成
十
四
年
四
月
八
日
か
ら

平
成
十
四
年
五
月
十
四
日
ま

で

実　
　
　
　

施　
　
　
　

場　
　
　
　

所

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）

第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
に
定
め
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
計
量
器
の
所
在
場
所

診
療
科
目

整
形
外
科

リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
科

外
科

泌
尿
器
科

泌
尿
器
科

神
経
内
科

外
科

医
師
指
名

大
宮　

伸
二

田
島　
　

徹

池
上　

克
徳

津�
祥
一
郎

原　
　

一
正

原　
　

暁
生

永
吉　

正
和

指　

定　

年　

月　

日

平
成
十
四
年
二
月
十
五
日

平
成
十
四
年
二
月
十
五
日

平
成
十
四
年
二
月
十
五
日

平
成
十
四
年
二
月
十
五
日

平
成
十
四
年
二
月
十
五
日

平
成
八
年
一
月
二
十
五
日

昭
和
五
十
九
年
十
二
月
二

十
六
日

医
療
機
関
及
び
そ
の
所
在
地

阿
蘇
町
国
民
健
康
保
険
阿
蘇
中
央
病
院

阿
蘇
郡
阿
蘇
町
黒
川
一
一
七
八

山
鹿
市
立
病
院

山
鹿
市
山
鹿
五
一
一

山
鹿
市
立
病
院

山
鹿
市
山
鹿
五
一
一

健
康
保
険
人
吉
総
合
病
院

人
吉
市
老
神
町
三
五

健
康
保
険
人
吉
総
合
病
院

人
吉
市
老
神
町
三
五

山
鹿
中
央
病
院

山
鹿
市
山
鹿
一
〇
〇
〇

国
民
健
康
保
険
河
浦
町
立
病
院

天
草
郡
河
浦
町
白
木
河
内
二
二
三｜

一
一

医　

療　

機　

関　

名

野
の
花
薬
局

や
つ
し
ろ
調
剤
薬
局

本
町
調
剤
薬
局

よ
こ
て
調
剤
薬
局

大
村
調
剤
薬
局

所　
　
　

在　
　
　

地

阿
蘇
郡
阿
蘇
町
小
里
二
五
〇｜

四

八
代
市
通
町
五｜

一
二

八
代
市
本
町
一｜

七｜

六
五

八
代
市
横
手
新
町
一｜

三

八
代
市
大
村
町
七
二
六｜

四

担
当
す
べ
き
医
療

の
種
類　
　
　
　

調
剤

調
剤

調
剤

調
剤

調
剤

指
定
年
月
日

平
成
十
四
年

二
月
十
五
日

平
成
十
四
年

二
月
十
五
日

平
成
十
四
年

二
月
十
五
日

平
成
十
四
年

二
月
十
五
日

平
成
十
四
年

二
月
十
五
日



熊
本
県
公
告
第
百
二
十
五
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
そ
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
届
出

及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

ニ
コ
ニ
コ
堂
日
吉
店

　
　

熊
本
市
日
吉
一｜

八｜

二
一

二　

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

　

１　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

　
　
　

変
更
前　

開
店
時
刻
午
前
十
時　

閉
店
時
刻
午
後
九
時

　
　
　

変
更
後　

二
十
四
時
間
営
業
（
ニ
コ
ニ
コ
堂
の
み
）

　

２　

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　

変
更
前　

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

　
　
　

変
更
後　

二
十
四
時
間

三　

変
更
す
る
年
月
日

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日

四　

変
更
に
係
る
事
項
以
外
の
届
出
事
項

　

１　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

　
　
　

㈱
ニ
コ
ニ
コ
堂
ほ
か
一

　

２　

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
　

一
、
二
五
七
平
方
メ
ー
ト
ル

　

３　

駐
車
場
の
収
容
台
数

　
　
　

三
二
台

　

４　

駐
輪
場
の
収
容
台
数

　
　
　

三
〇
台

　

５　

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

　
　
　

八
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

　

６　

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

　
　
　

三
六
立
方
メ
ー
ト
ル

　

７　

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

　
　
　

一
か
所

　

８　

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

五　

届
出
年
月
日

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日

六　

届
出
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

　
　

熊
本
県
商
工
観
光
労
働
部
商
工
政
策
課

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
十
四
年
六
月
二
十
四
日
ま
で

熊
本
県
公
告
第
百
二
十
六
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
熊
本
市
か

ら
意
見
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
そ
の
概
要
を
公

告
し
、
当
該
意
見
書
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
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ふ
る
し
ろ
調
剤
薬
局

大
手
町
薬
局

林
田
薬
局

き
む
ら
調
剤
薬
局

堤
薬
局

新
光
調
剤
薬
局

薬
局
平
和
調
剤
古
賀
町
店

八
代
市
古
城
町
一
七
〇
八｜

二

八
代
市
大
手
町
二｜

一
〇｜

一
三

八
代
市
興
善
寺
町
一
九
一
二

八
代
郡
千
丁
町
吉
王
丸
一
五
九
七｜

一八
代
郡
鏡
町
鏡
町
五
三

八
代
郡
鏡
町
下
有
佐
四
五｜

六

水
俣
市
古
賀
町
二｜
三｜

二
八

調
剤

調
剤

調
剤

調
剤

調
剤

 
調
剤

調
剤

平
成
十
四
年

二
月
十
五
日

平
成
十
四
年

二
月
十
五
日

平
成
十
四
年

二
月
十
五
日

平
成
十
四
年

二
月
十
五
日

平
成
十
四
年

二
月
十
五
日

平
成
十
四
年

二
月
十
五
日

平
成
十
四
年

二
月
十
五
日

公　
　
　
　

告



　
　

新
外
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー　

熊
本
市
健
軍
町
二
七
二
六

二　

市
町
村
意
見
の
概
要

　
　

届
出
に
対
す
る
意
見
は
な
い
が
、
設
置
者
は
、
変
更
後
に
お
い
て
も
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
が
周

　

辺
地
域
の
生
活
環
境
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
十
分
な
注
意
を
払
い
、
生
活
環
境
上
の
問
題
が
生
じ
た

　

場
合
は
、
地
域
住
民
の
理
解
を
得
な
が
ら
対
策
を
講
じ
る
な
ど
誠
意
を
持
っ
て
必
要
な
措
置
を
と
る
よ

　

う
努
め
る
こ
と
。

三　

意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

　
　

熊
本
市
商
工
観
光
労
働
部
商
工
政
策
課

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
二
十
四
日
ま
で

熊
本
県
個
人
情
報
保
護
制
度
審
議
会
公
告
第
一
号

　

熊
本
県
個
人
情
報
保
護
制
度
審
議
会
の
会
議
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

　

な
お
、
当
該
会
議
の
傍
聴
手
続
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
個
人
情
報
保
護
制
度
審
議
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
長　

野　

口　

敏　

夫

一　

日
時

　
　

平
成
十
四
年
三
月
六
日
（
水
）

　
　

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二　

会
場

　
　

熊
本
県
熊
本
市
水
前
寺
公
園
二
十
八
番
五
十
一
号

　
　

熊
本
テ
ル
サ
二
階
研
修
室
Ａ

三　

会
議
概
要

　

１　

熊
本
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
七
条
（
収
集
の
制
限
）
第
二
項
第
七
号
に
係
る
例
外
事
項
の
審
議

　

２　

熊
本
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
九
条
（
オ
ン
ラ
イ
ン
結
合
に
よ
る
提
供
）
第
二
項
に
係
る
例
外
事

　
　

項
の
審
議

　

３　

報
告
事
項

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
人

五　

傍
聴
手
続

　

１　

傍
聴
希
望
者
は
、
当
該
会
議
の
会
場
前
に
お
い
て
受
付
の
上
、
事
務
局
の
指
示
に
従
い
、
会
議
の

　
　

会
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
に
な
り
次
第
終
了
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

熊
本
県
熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　

熊
本
県
個
人
情
報
保
護
制
度
審
議
会
事
務
局
（
熊
本
県
総
務
部
私
学
文
書
課
県
政
情
報
室
）

　
　

（
電
話
〇
九
六｜

三
八
三｜

一
一
一
一　

内
線
三
二
〇
五
、
三
二
二
〇
）

　

給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

中　

島　

伸　

之

熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

　
　
　

給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
中
「
保
健
婦
、
保
健
士
、
助
産
婦
、
看
護
婦
、
看
護
士
、
准
看
護
婦
及
び
准
看
護
士
」
を
「
保

健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
聾
学
校
」
を
「 
聾 
学
校
」
に
、
「
寮
母
」
を
「
寄
宿
舎
指
導
員
」
に
改
め
る
。

ろ
う

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、

同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
職
員
等
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

中　

島　

伸　

之

熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

　
　
　

熊
本
県
職
員
等
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
職
員
等
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
熊
本
県
人
事
委

員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
（
そ
の
六
）
医
療
職
給
料
表　

級
別
標
準
職
務
表
第
一
号
中
「
准
看
護
婦
又
は
准
看
護
士
」

（三）

を
「
准
看
護
師
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
イ
中
「
看
護
婦
、
看
護
士
、
保
健
婦
又
は
保
健
士
」
を
「
看
護
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師
又
は
保
健
師
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
ロ
中
「
准
看
護
婦
又
は
准
看
護
士
」
を
「
准
看
護
師
」
に
改
め

る
。

　

別
表
第
一
（
そ
の
八
）
教
育
職
給
料
表　

級
別
標
準
職
務
表
第
一
号
ロ
中
「
寮
母
」
を
「
寄
宿
舎
指
導

（二）

員
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
（
そ
の
六
）
医
療
職
給
料
表　

初
任
給
基
準
表
中
「
保
健
婦
及
び
助
産
婦
」
を
「
保
健
師
及

（三）

び
助
産
師
」
に
、
「
看
護
婦
」
を
「
看
護
師
」
に
、
「
准
看
護
婦
」
を
「
准
看
護
師
」
に
改
め
、
同
表
備

考
第
一
項
を
削
り
、
同
表
備
考
第
二
項
中
「
准
看
護
婦
又
は
准
看
護
士
の
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
こ

と
に
よ
り
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
第
二
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
該
当
し
た
者
で
保
健
婦
、
保
健
士
、

助
産
婦
、
看
護
婦
又
は
看
護
士
」
を
「
准
看
護
師
の
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
保
健
師
助

産
師
看
護
師
法
第
二
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
該
当
し
た
者
で
保
健
師
、
助
産
師
又
は
看
護
師
」
に
改
め
、

同
項
を
同
表
備
考
第
一
項
と
し
、
同
表
備
考
第
三
項
中
「
保
健
婦
、
保
健
士
及
び
助
産
婦
」
を
「
保
健
師

及
び
助
産
師
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
備
考
第
二
項
と
す
る
。

　

別
表
第
二
（
そ
の
八
）
教
育
職
給
料
表　

初
任
給
基
準
表
中
「
寮
母
」
を
「
寄
宿
舎
指
導
員
」
に
改
め

（二）

る
。

　

別
表
第
三　

３　

高
校
卒　

三　

高
校
二
卒
の
項　

中
「
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
に
よ
る
准
看
護
婦

（1）

学
校
又
は
准
看
護
婦
養
成
所
」
を
「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
に
よ
る
准
看
護
師
学
校
又
は
准
看
護
師
養

成
所
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
六
（
そ
の
六
）
医
療
職
給
料
表　

級
別
最
低
経
験
年
数
表
中
「
保
健
婦
、
助
産
婦
及
び
看
護
婦
」

（三）

を
「
保
健
師
、
助
産
師
及
び
看
護
師
」
に
、
「
准
看
護
婦
」
を
「
准
看
護
師
」
に
改
め
、
同
表
備
考
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

　

備
考　

本
表
の
適
用
を
受
け
る
保
健
師
、
看
護
師
及
び
準
看
護
師
の
経
験
年
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
免
許
取

　
　
　

得
後
の
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
保
健
師
及
び
助
産
師
で
看
護
師
免
許
を
有
す
る
職
員
の
経
験
年

　
　
　

数
は
、
看
護
師
免
許
取
得
後
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

別
表
第
六
（
そ
の
八
）
教
育
職
給
料
表　

級
別
最
低
経
験
年
数
表
中
「
寮
母
」
を
「
寄
宿
舎
指
導
員
」

（二）

に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
（
そ
の
八
）
教
育
職
給

料
表　

級
別
標
準
職
務
表
の
改
正
規
定
、
別
表
第
二
（
そ
の
八
）
教
育
職
給
料
表　

初
任
給
基
準
表
の
改

（二）

（二）

正
規
定
及
び
別
表
第
六
（
そ
の
八
）
教
育
職
給
料
表　

級
別
最
低
経
験
年
数
表
の
改
正
規
定
は
、
同
年
四

（二）

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
職
員
等
の
給
料
月
額
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

中　

島　

伸　

之

熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

　
　
　

熊
本
県
職
員
等
の
給
料
月
額
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
職
員
等
の
給
料
月
額
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
こ
こ
ろ
の
医
療
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
、
看
護
婦
及
び
看
護
士
」
を
「
及
び
看
護
師
」
に
改
め
、

同
表
こ
ど
も
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
、
看
護
婦
及
び
看
護
士
」
を
「
及
び
看
護
師
」
に
改
め
、
同

表
肥
後
学
園
の
項
中
「
看
護
婦
及
び
看
護
士
」
を
「
看
護
師
」
に
改
め
、
同
表
盲
学
校
聾
学
校
養
護
学
校

の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
盲
学
校
聾
学
校
養
護
学

校
の
項
の
改
正
規
定
は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
職
員
等
の
給
与
簿
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

中　

島　

伸　

之

熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

　
　
　

熊
本
県
職
員
等
の
給
与
簿
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
職
員
等
の
給
与
簿
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
条
第
一
号
中
「
時
間
外
勤
務
手
当
等
」
を
「
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手

当
」
に
、
「
期
末
特
別
手
当
」
を
「
期
末
特
別
手
当
、
特
例
一
時
金
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
共
済

組
合
掛
金
」
を
「
共
済
組
合
掛
金
、
健
康
保
険
料
、
厚
生
年
金
保
険
料
、
介
護
保
険
料
、
雇
用
保
険
料
」

に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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学

校

 
聾 
学

校

ろ
う養

護
学
校

　
　

校
長

（1）
　
　

教
頭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、助
教
諭
、

（2）
　

養
護
助
教
諭
、
講
師
及
び
実
習
助
手

　
　

寄
宿
舎
指
導
員

（3）

二



　

熊
本
県
職
員
等
の
給
与
簿
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

中　

島　

伸　

之

熊
本
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号

　
　
　

熊
本
県
職
員
等
の
給
与
簿
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

熊
本
県
職
員
等
の
給
与
簿
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
熊
本
県
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
一
項
中
「
一
般
職
員
給
与
条
例
」
を
「
熊
本
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
二
十
六
年
熊
本
県
条
例
第
二
号
。
以
下
「
一
般
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
大
学
教

育
職
員
給
与
条
例
」
を
「
熊
本
県
立
大
学
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
熊
本
県
条

例
第
七
十
四
号
。
以
下
「
大
学
教
育
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
県
立

学
校
給
与
条
例
」
を
「
熊
本
県
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
熊
本
県
条
例
第
十

九
号
。
以
下
「
県
立
学
校
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
市
町
村
立
学
校
給
与
条
例
」
を
「
熊
本
県

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
熊
本
県
条
例
第
二
十
号
。
以
下
「
市
町
村

立
学
校
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

　

第
十
七
条
第
一
項
第
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

十
二　

「
時
間
外
勤
務
手
当
」
の
欄

　
　
　

勤
務
実
績
報
告
書
に
基
づ
き
次
の
式
に
よ
り
計
算
さ
れ
た
額
を
記
入
す
る
。

　

第
十
七
条
第
一
項
第
二
十
号
中
「
勤
勉
手
当
」
を
「
特
例
一
時
金
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
十
二
号
を

第
三
十
六
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
二
十
二
号
中

「
共
済
長
期
掛
金
及
び
共
済
短
期
掛
金
」
を
「
共
済
長
期
掛
金
、
共
済
短
期
掛
金
、
共
済
介
護
掛
金
、
健

康
保
険
料
、
厚
生
年
金
保
険
料
、
介
護
保
険
料
及
び
雇
用
保
険
料
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
六
号

と
し
、
同
項
第
二
十
一
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

　

二
十
二　

「
健
康
保
険
料
」
の
欄

　
　
　

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
又
は
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

　
　

百
九
十
二
号
）
に
基
づ
く
健
康
保
険
料
の
金
額
を
記
入
す
る
。

　

二
十
三　

「
厚
生
年
金
保
険
料
」
の
欄

　
　
　

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
に
基
づ
く
厚
生
年
金
保
険
料
の
金
額
を

　
　

記
入
す
る
。

　

二
十
四　

「
介
護
保
険
料
」
の
欄

　
　
　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
基
づ
く
介
護
保
険
料
の
金
額
を
記
入
す
る
。

　

二
十
五　

「
雇
用
保
険
料
」
の
欄

　
　
　

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
に
基
づ
く
雇
用
保
険
料
の
金
額
を
記
入
す
る
。

　

第
十
七
条
第
二
項
中
第
五
号
を
第
九
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
共
済
特
別
掛
金
」
を
「
共
済
特
別
掛

金
、
健
康
保
険
特
別
保
険
料
、
厚
生
年
金
特
別
保
険
料
及
び
雇
用
保
険
料
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八

号
と
し
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

　

五　

「
健
康
保
険
特
別
保
険
料
」
の
欄

　
　
　

健
康
保
険
法
又
は
国
民
健
康
保
険
法
に
基
づ
く
健
康
保
険
特
別
保
険
料
の
金
額
を
記
入
す
る
。

　

六　

「
厚
生
年
金
特
別
保
険
料
」
の
欄

　
　
　

厚
生
年
金
保
険
法
に
基
づ
く
厚
生
年
金
特
別
保
険
料
の
金
額
を
記
入
す
る
。

　

七　

「
雇
用
保
険
料
」
の
欄

　
　
　

雇
用
保
険
法
に
基
づ
く
雇
用
保
険
料
の
金
額
を
記
入
す
る
。

　

第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
中
「
と
「
勤
勉
手
当
額
」
」
を
「
、
「
勤
勉
手
当
額
」
の
欄
及
び
「
特
例
一

時
金
」
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二　

「
特
例
一
時
金
」
の
欄

　
　
　

一
般
職
員
給
与
条
例
附
則
第
十
二
項
又
は
県
立
学
校
給
与
条
例
附
則
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
算

　
　

定
さ
れ
た
金
額
を
記
入
す
る
。

　

別
記
第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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１
２
５
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
２
５

勤
務
１
時
間
当
た
り
の
給
与
額
×
　
　
　
　
×
勤
務
実
績
報
告
書
の
時
間
外
勤
務
の
　
　
　
の
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
０
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
０
０

　
　
　
　
　
　
　
　
１
５
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
５
０

間
数
欄
の
時
間
数
＋
　
　
　
×
勤
務
実
績
報
告
書
の
時
間
外
勤
務
の
　
　
　
の
時
間
数
欄
の
時
間

　
　
　
　
　
　
　
　
１
０
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
０
０

　
　
１
３
５
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
３
５
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
６
０

数
＋
　
　
　
×
勤
務
実
績
報
告
書
の
時
間
外
勤
務
の
　
　
　
の
時
間
数
欄
の
時
間
数
＋
　
　
　
×

　
　
１
０
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
０
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
０
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
６
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
５

勤
務
実
績
報
告
書
の
時
間
外
勤
務
の
　
　
　
の
時
間
数
欄
の
時
間
数
＋
　
　
　
×
勤
務
実
績
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
０
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
０
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
５
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
０
０

書
の
時
間
外
勤
務
の
　
　
　
の
時
間
数
欄
の
時
間
数
＋
　
　
　
×
勤
務
実
績
報
告
書
の
時
間
外
勤

　
　
　
　
　
　
　
　
１
０
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
０
０

　
　
１
０
０

務
の
　
　
　
の
時
間
数
欄
の
時
間
数
　
＝
時
間
外
勤
務
手
当
欄
の
金
額

　
　
１
０
０

〕

〔
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